
別図１（第８条関係）

【使用マニュアル】

壱岐市キャラクター人面石くん写真・イラストデータは、以下に定められた規格（形

状、色、名称）に従って使用すること。

１． デザインについて

①画像

②イラスト（カラー）



③イラスト（モノクロ）

（注意事項）

① 人面石くんの色を変更することはできません。但し、物件の背景色とのバランスが

悪いなど、どうしても変更したい場合は個別にご相談ください。

② 小物をつけるなど、軽微な変更をしたい場合につきましても、個別にご相談くださ

い。

③ 壱岐市のＰＲを目的としますので、特定の企業名・団体・個人名や商品を応援する

利用はできません。

④ 商品名・会社名等には使用できません。

２．広告等について

① データと実写写真の取り扱いについて

市が提供するデータも、個人で撮影された写真も、利用する場合は原則として申請が

必要です。ただし、個人で撮影された写真を不特定の方が対象ではなく個人で楽しむ

範囲であれば申請の必要はありません。（例えば個人のブログ等に掲載したりする場

合）

② 許可を受けた商品の、写真での使用について

許可を受けた商品を撮影し、その写真をテレビ、チラシや新聞広告等に掲載するこ

とは可能です。この場合、写真の側に「許可番号」を記入していただくようお願い

しております。特にテレビＣＭにおける動画、アニメーションなどについては、壱

岐の紹介として使う場合などに限り認める場合がありますが、画面のデザインやナ

レーションについては事前にご相談ください。


